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令和４年第８回小国町教育委員会会議録 

 

 

１ 開催年月日  令和４年１１月２８日（月） 

 

１ 開催の場所  おぐに町民センター ３０３号室 

 

１ 開   会  １１月２８日 午後１時３０分 

 

１ 閉   会  １１月２８日 午後２時３０分 

 

１ 出 席 委 員  教 育 長  村 上 悦 郎 君 

 

教 育 委 員  木 下 勇 児 君 

 

         教 育 委 員  髙 村 さ つ き 君 

 

                  教 育 委 員  石 松 愛 子 君 

 

１ 出 席 職 員  事 務 局 長  久 野 由 美 君 

 

         事 務 局 次 長  後 藤 栄 二 君 

                （社会教育係長兼務） 

文 化 振 興 係 長  山 下 弘 子 君 

 

学 校 教 育 係 長  松 本 恵 君 
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議事の経過（Ｒ４.１１.２８） 

 

教育長（村上悦郎君） おはようございます。ただいま、出席委員は委員４人です。

定員数に達しておりますので、令和４年第８回小国町教育委員会会議を開催いたし

ます。 

 

(午後１時３０分) 

 

教育長（村上悦郎君） 議事日程につきましては、お手元に配布してあるとおりです。 

日程第１「会議録署名の指名について」は、小国町教育委員会会議規則第１９条第

２項の規定により、本日出席の教育委員全員及び会議録を調整する職員の署名とし

ます。 

日程第２「会期の決定について」 お諮りいたします。会期は本日１日といたした

いと思いますが、これに異議ありませんか。 

 

教育委員（全員） はい。 

 

教育長（村上悦郎君） 異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いたしま

す。日程第３「教育長の報告について」、それでは私より４点について報告いたし

ます。 

１  第１８回熊本県小・中学校情報教育研究大会に関する報告 

２ 学校行事の再開による児童生徒の活動状況の報告。小中学校修学旅行の報告 

３ 深刻な教職員の人手不足状況についての報告 

４ 教職員の人事異動に関する日程の見通し等についての報告 

 

教育長（村上悦郎君） ただ今の教育長からの報告事項について、質問あるいはご意

見等あれば、お願いします。なければ、次に移りたいと思います。 

日程第４ 教育委員会事務局からの報告について事務局からお願いします。 

 

事務局長（久野由美君） 事務局から次の内容を報告する。 

 「小国町二十歳のつどい」（旧成人式）について。１月３日午前１１時からおぐに

町民センターで実施。成人年齢の１８歳は大学入試時期で、旧成人式は地元を離れ

て久しぶりに同級生と会う良い機会となっていたことなどから、２０歳の町民を対

象に行うもの。改めて教育委員へ案内を送付。他の来賓案内は、昨年度同様縮小し

て行う予定。 

 

教育長（村上悦郎君） ただ今の報告事項について、質問あるいはご意見等あれば、

お願いします。なければ、ただいまから議事に入りたいと思います。 
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教育委員（木下勇児君） ２０歳は何人くらいいますか。 

 

事務局長（久野由美君） 該当者が６３人で、今日現在の出席予定者が５４人です。 

 

教育長（村上悦郎君） この他質問あるいはご意見等あれば、お願いします。 

それでは、ただいまから議事に入りたいと思います。日程第５ 議案第１号 「小

国町教育長の職務代理者の指名について」を議題とします。事務局からの説明を求

めます。 

 

事務局長（久野由美君）議案集をお願いします。議案第１号 小国町教育長の職務代

理者の指名について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の

規定及び小国町教育委員会会議規則第２条の規定により、小国町教育長の職務代理

者の指名を行うものとする。令和４年１１月２８日提出、小国町教育長村上悦郎で

す。 

資料１をご覧ください。小国町教育長の職務代理者の指名につきましては、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項、小国町教育委員会会議規則第

２条の規定に基づき行われるものでございます。今回、新たに４名の委員の中から

ここで職務代理者の指名を教育長よりお願いするものです。教育長の職務代理者に

ついて説明させていただきます。一つ目としまして教育長は教育委員会の構成員と

なり、かつ代表者となることから、その代理は教育委員会の事務局職員の中からで

はなく委員の中から選任すること、二つ目は職務代理者が行う職務に具体的な事務

の執行と、職務代理者が自ら事務局を指揮監督し事務執行が困難な場合には、同法

第２５条第４項に基づきその職務を教育委員会事務局職員に委任することが可能

であること、三つ目が教育長の職務代理者である委員は、法律上、教育長の権限に

属する一切の職務を行うものであるが、その場合でも教育長の身分に関する規定は

適用されず服務については同法第１２条が適用されるものであることとなってお

りますので、非常勤でこれまでの委員さんとしての服務と変わりがないというもの

です。説明は以上です。 

 

教育長（村上悦郎君） 木下委員、時松委員、石松委員につきましては、１１月４日

に議会での同意をいただき、同日渡邉町長より辞令を交付していただきました。 

 

教育長（村上悦郎君） ただ今の事務局からの説明について、質問あるいはご意見等

があれば、お願いします。 

 

教育長（村上悦郎君） ご質問等がなければ私から教育長の職務代理者を指名させて

いただきます。木下委員にお願いをしたいと思っております。木下委員よろしいで

しょうか。 
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教育委員（木下勇児君） よろしくお願いします。 

 

教育長（村上悦郎君） 異議ございませんか。 

 

教育委員全員 はい。 

 

教育長（村上悦郎君） 異議なしと認めます。よって議案第１号 「小国町教育長の

職務代理者の指名について」は木下委員を指名することに決定しました。 

続いて、日程第６ 議案第２号 「小国高等学校町営寄宿舎設置条例の提出のため

の意見聴取について」を議題とします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局長（久野由美君） 議案集をご覧ください。議案第２号 小国高等学校町営寄

宿舎設置条例の提出のための意見聴取について、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第２９条の規定及び教育長に対する事務委任規則第１条第１２号の規定

により、小国高等学校町営寄宿舎設置条例の提出のための意見を聴取する。令和４

年１１月２８日提出、小国町教育長 村上悦郎です。 

 右肩に赤で１と書いてある条例をご覧ください。説明は資料２「小国高等学校町営

寄宿舎設置条例の提案理由」で行います。小国高等学校は町内唯一の公立の高等学

校で、身近な高校として地元から多くの生徒が進学するとともに、地元に高校があ

ることで高校在学中の保護者の経済的負担が大きく軽減されています。しかしなが

ら、小国郷内でも少子化の影響から、ここ数年は１学年の学級数が１学級になり生

徒数の確保が大きな課題となっています。一方で、連携型の中高一貫校である小国

中学校の既設の寄宿舎「ほこすぎ寮」は、宮原の椋子原に平成１０年１２月に移転

新築しました。寮の定員は、５６名（男子３２名、女子２４名）で設置したものの、

少子化や道路網整備等の影響もあり、現在は１９名（男子７名、女子１２名）の入

舎にとどまり、主に２階部分の居室は空き部屋となっています。そこで、引き続き、

小国高校の魅力化と永遠の発展の会を軸として進路や部活動など、小国高校の魅力

化を図るとともに、さらにほこすぎ寮の空き部屋を小国高校の町営寄宿舎として有

効活用することで、自宅から通学困難な小国郷外からの生徒をより多く迎えられる

ように町内での食と住宅の環境を整え、入学者数の確保を図るものです。資料２の

裏面をご覧ください。小国高校入学者数推移と小国中学校寄宿舎入舎数推移はご覧

の通りです。財産処分についてですが、補助事業等により取得した財産の処分制限

期間は、建物構造が木造のため２４年であり、小国中寮は令和５年３月３１日で処

分制限期間を満了します。次に、経費負担についてです。町の経費負担については、

舎監の配置、兼務発令など県と協議を行いながら、町の新たな負担が発生しないよ

う進めています。寄宿舎居住費に対して交付される特別交付税については、従来ど

おり中学生の入舎数で算定されることを確認しています。なお、高校生の寮費につ

いては、過去の決算額から１人当りの経費を算出し、条例に４５，０００円で提案

させていただきました。運営委員会などの細かな決まり事などについては、教育委
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員会規則や寮則を定め管理運用を行いたいと考えています。また、中学生の入舎を

優先することとしますが、現在のところ高校生の入舎定員として男女各８名の１６

名（男女各２部屋の４部屋分）を考えています。最後に、今後の経費についてです。

現在の寄宿舎は建築後２４年が経過し、特に機械・電気設備の老朽化が目立ってい

ます。生徒の居室は冷房設備がなく、暖房は重油を燃料とするボイラーで、温水を

循環しファンコイルで温める方式です。また、お風呂などは重油を燃料とする蒸気

ボイラーで、熱交換した温水をためる方式です。いずれもボイラーや配管の耐用年

数が過ぎており、今後、設備等の改修を計画的に行う必要があります。改修の公立

学校施設整備補助金については、中学校の寄宿舎分を面積按分し申請することを確

認していますが、補助率の高い他の補助事業がないか精査する必要があります。な

お、一般財源には過疎債が充当できるのではと考えています。以上の経緯理由から

高校の町営寄宿舎を設置したく、条例の提案をさせていただくものです。ご審議よ

ろしくお願いします。 

 

教育長（村上悦郎君） ただ今の事務局からの説明について、質問あるいはご意見等

があれば、お願いします。 

 

教育委員（木下勇児君）いくつか確認したいのですが、高校生は寮に入れる基準みた

いなのはどうなっていますか。例えば中学生は自宅から学校までの距離が６km以上

です。通学困難な場合、距離が短くても入寮できるのか。高校生の距離の適用範囲

を考えると宮原の子が入れるというわけにはいかないだろうと思う。その辺を内規

等である程度考えておられるのか。中学校の開設と同じ分を高校も開設という事で

例えば土日は今寮はあいていません、夏休み冬休みの長期休業もあいてませんけど

もその辺は今までの中学校と同じように高校生も利用してもらうという考えなの

か。経費の部分で熊本県とか県立学校からの支援とかが何か考えられるのか。まだ

決まってしまってないかもしれないが、あれば町としても助かるのではないかと思

うのですが。そのあたりがわかればお知らせ頂ければと思います。 

 

事務局長（久野由美君）） まず距離については、規則で定めたいと考えていますが、

今後教育委員会会議で提案することになります。考えている案としましては、３０

㎞を超える通学困難な生徒を考えています。２点目の土日等の寮については、中学

生と同じように土日長期休業中は利用できないと考えています。３点目の県からの

支援については、県の方にも高校を通じてお願いをしていただいていますが、県か

らの費用というのはできないのではないかということです。あとは高校の魅力化の

補助金の中で高校の先生方の日直手当てを考えておられます。 

 

教育委員（木下勇児君） 宿日直というと、泊まりの手当てですか。 

 

事務局長（久野由美君） 泊まりではなく、夕食又は朝食を一緒に食べて、生徒の様
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子を見ていただき、管理監督をお願いするものです。 

 

教育委員（木下勇児君） 負担金も１１カ月分で考えているものですか。 

 

事務局長（久野由美君） 今のところは１２カ月で、考えています。 

 

教育委員（木下勇児君） ８月はほとんど泊まらないと思いますが、トータル分を月々

で払ってもらうということですか？ 

 

事務局長（久野由美君） はい。 

 

教育委員（木下勇児君） これと同じようなことを取り組んでいるところの事例はあ

りませんか。 

 

事務局長（久野由美君） 今のところ、中学校の寮と併設しているところは確認して

いません。 

 

教育長（村上悦郎君） 県立ではないですね。 

 

教育委員（木下勇児君） ４５，０００円は確かに人数が減ってきているので割高に

はなるので、４５，０００円はどうなのかなという感じも受けました。高いなと思

いました。 

 

事務局長（久野由美君） 高校の寮費を見てみると、土日もあって長期休業中もあっ

て４０，０００円とか５０，０００円というところです。 

 

教育委員（髙村さつき君） 高校はお弁当が必要ですが、そこはどうなっていますか。

購買で買う感じですか。 

 

事務局長（久野由美君） そうです。高校の校長先生の話では、弁当は購入ができる

との事でした。 

 

教育長（村上悦郎君） 寄宿舎管理運営規則はどうなっていますか。 

 

事務局長（久野由美君） この次の教育委員会会議で提案したいと考えています。 

 

教育長（村上悦郎君） ４５，０００円の金額を関係者の方にも確認してもらってい

るところです。寄宿舎管理運営規則作成時に詳しく決めていきたいと思います。赤

字を出してもいけないというところでご理解をいただきたいと思います。 
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教育委員（木下勇児君） 今の時点で３０㎞というと小国町に住んでいない子が小国

高校に来た場合を想定になると思うのですが、これで入ろうかなという子は、希望

として何人かいるというところで、この条例はスタートしたのですか。いないけど

受け入れができるように条例整備ということですか。 

 

事務局長（久野由美君） 高校からの要望がありまして、条例整備となりました。 

 

教育委員（木下勇児君） 高校としては広く集めようという中でそういうのがあれば

ということですか。 

 

事務局長（久野由美君） はい。 

 

教育長（村上悦郎君） よろしいですか。その他ご質問等ございませんか。それでは

採決に入ります。議案第２号について原案のとおり決することにご異議ございませ

んか。 

 

教育委員全員 はい。 

 

教育長（村上悦郎君） 異議なしと認めます。よって議案第２号 「小国高等学校町

営寄宿舎設置条例の提出のための意見聴取について」は原案のとおりとすることに

決定しました。 

続いて、日程第７ 議案第３号 「小国町立小・中学校管理規則の一部を改正する

規則について」を議題とします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局長（久野由美君） 議案集をご覧ください。議案第３号小国町立小・中学校

管理規則の一部を改正する規則について、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第１５条第１項の規定及び教育長に対する事務委任規則第１条第１１号の規

定により、小国町立小・中学校管理規則の一部を改正する規則を別紙のとおり提

出する。令和４年１１月２８日提出、小国町教育長村上悦郎です。 

 右肩に赤で２と書いてある改正本文と資料３の新旧対照表をご覧ください。説明

は、資料４小国町立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の概要で行います。

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第３３条の規定に基づき、

小国町立小・中学校の管理運営の基本的事項に関し定めているものです。規則改

正の背景ですが、コロナ禍の中多くの学校行事が延期、中止された中、その目的

の再確認と感染防止の視点を踏まえた移行が必要となり、働き方改革の推進とい

う視点から、通知表の回数減に取り組む自治体も増えている状況です。３学期制

の課題として「学期のまとまりが小さく、新しい感染症や災害に対して行事調整

が困難」「長期休業中の学習活動についての評価のフィードバックが難しく、学び
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の１年間を通じた連続性が成立しにくい」「時数の少ない教科等が増えており、総

括的な評価を行うことに困難さがある」などがあげられます。そういった中で、

２学期制の提案理由として、長期休業期間中の学習に対して計画と評価を行い、

その後の学校生活に結びつけ学びの連続性を成立させたり、学期の枠が大きくな

ることから行事調整や小中連携が容易になるなど、３学期制の課題を解消するも

のです。具体的には、学期及び休業日について表にまとめています。学期及び休

業日は、改正後、学期は前期が４/１～秋季休業日、後期は秋季休業日の翌日～３

/３１。夏季休業日は７/２１～８/２５の５週間、秋季休業日が１０月第２月曜日

（スポーツの日）の翌日及び翌々日です。秋季休業日は、具体的には、来年度の

場合、１０/１０（火）と１０/１１（水）が秋季休業日で、土日祝の３日間とあ

わせると、１０/７（土）～１１（水）の５日間が休みとなります。秋季休業日を

取る事で、９月から１２月の長い期間の中で気分の刷新を図ることができるメリ

ットがあります。資料３の新旧対照表に戻ります。第８条では「教育課程の編成」

として、基準に等を加えているのは、特例校のためです。第１１条と第１７条は

現状に合わせたもので、第２６条は漢字の修正を行うものです。なお、今年度 1

年間を通して、校長会、学校運営協議会、総合教育会議で協議や説明を実施して

まいりました。附則で施行日は公布の日から施行する。ただし、第３条及び第４

条の改正規定は、令和５年４月１日から適用するものです。説明は以上です。ご

審議よろしくお願いします。 

 

教育長（村上悦郎君）） ただ今の事務局からの説明について、質問あるいはご意見

等があれば、お願いします。 

 

教育長（村上悦郎君） それでは採決に入ります。議案第３号について原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

  

教育委員全員 はい。 

 

教育長（村上悦郎君）異議なしと認めます。よって議案第３号 「小国町立小・中学

校管理規則の一部を改正する規則について」は原案のとおりとすることに決定しま

した。続いて、日程第８ 議案第４号 「独立行政法人日本スポーツ振興センター

共済掛金の徴収に関する規則の一部を改正する規則について」を議題とします。事

務局からの説明を求めます。 

 

事務局（久野由美君） 議案集をご覧ください。議案第４号 独立行政法人日本スポ

ーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の一部を改正する規則について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条第１項の規定及び教育長に対

する事務委任規則第１条第１１号の規定により、独立行政法人日本スポーツ振興セ

ンター共済掛金の徴収に関する規則の一部を改正する規則を別紙のとおり提出す
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る。令和４年１１月２８日提出 小国町教育長村上悦郎です。 

右肩に赤で３と書いてある改正本文をご覧ください。まず、独立行政法人日本スポ

ーツ振興センター共済掛金の概要について説明します。以降、振興センターと略し

ます。小国町教育委員会では、児童生徒の不慮の災害に備え、以前より振興センタ

ーと災害共済給付契約を結んでいます。この災害給付は学校管理下において児童生

徒が災害に遭った場合、その治療費や見舞金の給付を保護者に行う制度で保護者の

同意のもとに加入しているものです。災害の種類は負傷、疾病、障害、死亡となっ

ており、それぞれの内容によって給付金額が定められています。令和４年度の一般

の掛金は年額９２０円で、保護者が５００円、町が残りの４２０円を負担していま

す。一方、就学援助を受けている児童生徒の掛金は、第３条で免除としていますが、

掛金は４０円で、保護者が負担する掛け金は２０円です。徴収金が２０円であるこ

とと、経済的理由により免除していることを規則で定める必要があると、振興セン

ターからの指摘を受け、今回の提案となったものです。附則で施行日は令和４年４

月１日とするものです。説明は以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 

教育長（村上悦郎君） ただ今の事務局からの説明について、質問あるいはご意見等

があれば、お願いします。ありませんか。 

 

（「はい。」と呼ぶ者あり。） 

 

教育長（村上悦郎君）それでは採決に入ります。議案第４号について原案のとおり決

することにご異議ございませんか。 

 

教育委員全員 はい。 

 

教育長（村上悦郎君）異議なしと認めます。よって議案第４号 「独立行政法人日本

スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の一部を改正する規則につい

て」は原案のとおりとすることに決定しました。続いて、日程第９ 議案第５号 

「令和４年度小国町一般会計補正予算（第８号）の教育に関する事務に係る部分の

意見聴取について」を議題とします。事務局からの説明を求めます。 

 

事務局長（久野由美君） 議案集をご覧ください。議案第５号令和４年度小国町一般

会計補正予算（第８号）の教育に関する事務に係る部分の提出のための意見聴取に

ついて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定及び教育長に対

する事務委任規則第１条第１２号の規定により、別紙について、令和４年度小国町

一般会計補正予算（第８号）の教育に関する事務に係る部分の予算提出のための意

見を聴取する。令和４年１１月２８日提出 小国町教育長村上悦郎です。 

右肩に赤で４と書いてある、令和４年度小国町一般会計補正予算第８号をご覧くだ

さい。表紙第１表歳出予算補正で、教育総務費を１５万円、小学校費を８２万円、
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中学校費１１４万７千円、社会教育費３４６万円、保健体育費を３００万円、増額

し、教育費の総額が 3 億７,８８７万円となるものです。 

裏面をご覧ください。下の段の歳出から説明します。教育総務費 2 事務局費と、小

学校費１学校管理費の報酬、次の３ページの中学校費１学校管理費の報酬、４ペー

ジ社会教育費の一番下の７坂本善三美術館費は、職員及び会計年度任用職員の人件

費の改定が４月１日にさかのぼって行われる事による補正となっています。３ペー

ジ中学校費の一番下の、３寄宿舎居住費の社会保険料もそれにともなうもので、増

額補正をお願いするものです。財源は一般財源です。次に、２ページに戻って、小

学校費１学校管理費の光熱水費８０万円と、４ページ保健体育費２体育施設費の光

熱水費１００万円と一つ飛んで給食センター費の光熱水費１７０万円は、価格高騰

による電気代増に伴う増額補正をお願いするものです。財源は一般財源です。１ペ

ージ戻って３ページをご覧ください。中学校費学校管理費の下の段、修繕費７０万

円の増額です。これは、９月１８、１９日の台風１４号により小国中学校体育館の

ガラス３枚が破損し、緊急な修繕が必要となったものです。財源は公有建物災害共

済金と残りは一般財源です。その下の教育振興費の扶助費３０万７千円の増額です。

就学援助対象者が当初予算編成時の見込みより増えた事と、入学準備金の国の要保

護支給単価が上がった事による増額補正をお願いするものです。財源は一般財源で

す。次に、社会教育費１社会教育総務費の１８負担金補助及び交付金３００万円の

増額です。これは、宮原上町の鏡が池の鏡の複製を作るための製作費の補助金です。

鏡ヶ池の銅の鏡、銅鏡の復元については、鏡ヶ池の管理に関わっている地域住民や

鏡ヶ池に関心を持つ方々が以前からの望まれていましたが、復元に至るまでには経

費面での課題もあり話が進んでいませんでした。今回、ご寄付をいただくこととな

り復元に向けての話が現実的なものとなったものです。現在、鏡ヶ池の銅鏡は１２

枚のうち１枚が現存し地域で管理されています。今回復元するのは１２枚のうち現

存のものも含めて７枚の写真が残されているため、７枚の銅鏡を写真から鋳型を制

作し復元するものです。今年度は銅鏡の材料購入と試作を行い、次年度に制作する

計画です。今後の銅鏡の活用や保存・管理方法は寄附者と地元住民、今回の復元に

向けて地元住民で組織された鏡ヶ池保存会と、町とで協議していくことになってい

ます。財源は銅鏡製作のための目的寄附金です。次に、下の段の４文化財保護費の

修繕費２５万円の増額です。これは、国登録有形文化財の幸野川橋梁下の旧町道側

の落石防止のためネットを張り替えるものです。旧町道側は、防護ネットにより落

下防止対策を講じて経過観察を行っていましたが、ネットの劣化により落石の危険

がある事が判明しました。県道ができ通常の通行はありませんが、自宅に入るため

に旧町道を通る必要があるため、応急対策として、安全のため早急に対応できるよ

う増額補正をお願いするものです。財源は一般財源です。次にその下の段、５交流

多目的施設費の費用弁償１万円は、会計年度任用職員通勤費が、当初見込みより増

えたため増額補正をお願いするものです。財源は一般財源です。次に、その下の段、

６保健体育費の３給食センター費の職員手当等３０万円の増額は、調理員時間外勤

務が栄養士不在時に増えて足りなくなったため増額補正をお願いするものです。財
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源は一般財源です。続いて歳入をお願いします。１ページをご覧ください。寄附金

１一般寄附金３００万円は、先ほど歳出で説明しました、銅鏡製作のための目的寄

附金です。社会教育総務費の負担金補助及び交付金に充当します。下の段の、雑入

３４万２千円は、同じく歳出で説明しました公有建物災害共済金で中学校費の修繕

費に充当します。以上で補正予算の説明を終わります。ご審議方よろしくお願いし

ます。 

 

教育長（村上悦郎君） ただ今の事務局からの説明について、質問あるいはご意見等

があれば、お願いします。ありませんか。 

 

（「はい。」と呼ぶ者あり。） 

 

教育長（村上悦郎君） なければ採決に入ります。議案第５号について原案のとおり

決することにご異議ございませんか。 

 

教育委員全員 はい。 

 

教育長（村上悦郎君） 異議なしと認めます。よって議案第５号 令和４年度小国町

一般会計補正予算（第８号）の教育に関する事務に係る部分の提出のための意見聴

取については原案のとおりとすることに決定しました。日程第７ その他となって

いますが、委員の皆様からあるいは事務局の方から何かあればお願いします。 

 

事務局長（久野由美君） 事務局の方から３点報告させていただきます。 

１点目は、教育委員会事務局要綱等の改正報告です。資料６をご覧ください。 

 小国町教育委員会事務局職員時間外勤務取扱要領の一部改正、小国町の職員の時間

外勤務取扱要領の一部改正によるもので、事務を効率化するための電子データによ

る時間外勤務伺の追加及び、文言の相違を改正するものです。 

２点目は児童生徒等の表彰についてです。資料７小国町児童・生徒等表彰推薦者名

簿をご覧ください。県主催の大会等において最優秀賞（優勝）された小国中学校生

徒についてですが、小国町児童・生徒等表彰規則第２条第２項で表彰の該当となっ

ています。一番下の善行表彰については、同規則第２条第５項で、教育委員会にお

いて表彰することが妥当と認めた者との規定となっています。一番下の段の善行活

動の推薦で、自主的な川清掃ボランティアを長期間おこなったものです。 

３点目は配布物の案内です。資料８が小国町教育努力目標、小国町教育大綱、令和

４年度総合教育会議資料、資料９と資料１０が教育委員会関係の名簿です。その他

時報市町村教委、エデュニュース、教育情報誌東研情報、体育と保健の広場、それ

から１１月に任命された委員さんに小中学校の学校経営案を配布しております。 

 

教育長（村上悦郎君）事務局からの報告の中で「児童生徒等表彰について」がありま
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した。清掃活動を行った生徒への表彰は、認めることに決することにご異議ござい

ませんか。 

 

教委委員全員 はい 

 

教育長（村上悦郎君） 異議なしと認めます。よって児童生徒等表彰については推薦

者名簿のとおりとすることに決定しました。 

 

教育長（村上悦郎君） その他に何かございませんか。なければ、閉会したいと思い

ます。ご審議ありがとうございました。これをもちまして、令和４年第８回小国町

教育委員会会議を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

（午後２時３０分） 



 13 

 

 

小国町教育委員会会議規則第１９条第２項の規定によりここに署名する。 

 

令和４年１１月２８日 

 

 

      小国町教育委員会 教 育 長 

 

 

教 育 委 員 

 

 

教 育 委 員 

 

 

教 育 委 員 

 

 

事 務 局 長 

 


